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会議録（１） 

 

会議の名称  

 

平成２９年度第４回飯能市男女共同参画審議会 

 

開 催 日 時  

 

平成３０年３月１９日（月） 

開会 午前１０時００分  閉会 午前１１時３１分 

 

開 催 場 所  

 

 

市役所本庁舎別館２階 会議室１ 

 

議 長 氏 名  

 

南林 さえ子 

 

出 席 委 員  

 

南林 さえ子、小平 陽一、加藤 巳佐子、金子 富佐子、児嶋 雅子、

出水 仁、永山 隆、矢島 崇行 

 

欠 席 委 員  

 

小野 加津美、渡辺 孝子 

説 明 者 の  

職  氏  名  

市民生活部長 坂本 実 

地域活動支援課長 清水 直子 

男女共同参画・国際担当 島田 智明 

男女共同参画・国際担当 岡田 紀子 

 

傍聴者の数  

 

なし 

 

会 議 次 第  

 

別紙のとおり 

 

配 布 資 料  

 

別紙のとおり 

 

事務局職員  

職 氏 名  

市民生活部長 坂本 実 

地域活動支援課長 清水 直子 

男女共同参画・国際担当 島田 智明 

男女共同参画・国際担当 岡田 紀子 
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会議録（２） 

議事録の概要（経過）・決定事項 

（１）平成３０年度男女共同参画推進事業 事業計画（案）について 

  事務局から、資料１について説明をした後、審議を行った。 
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会議録（３） 

 

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

課長 

 

 

部長 

 

課長 

 

事務局 

 

課長 

 

 

本日はお忙しいところ、平成２９年度第４回飯能市男女共同参画審

議会に御出席を賜り、誠にありがとうございます。 

 私は本日の進行を務めます、市民生活部地域活動支援課長の清水と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の会議ですが、２時間を予定しております。１２時００分には

閉会したいと考えておりますので、皆様の御協力をお願いいたします。 

 それでは、まず本日の資料を確認させていただきます。 

 

＜資料確認＞ 

 

続いて、定足数の御報告をいたします。本日、小野委員、渡辺委員か

ら都合により欠席の御連絡をいただいております。よって、８名の委

員の出席でございますので、飯能市男女共同参画推進条例第１９条第

２項の規定により、本会議は成立しておりますことを御報告申し上げ

ます。 

それではただいまから、平成２９年度第４回飯能市男女共同参画審

議会を開会します。 

次第の２、南林会長からごあいさつをお願いいたします。 

 

＜会長あいさつ＞ 

 

ありがとうございました。続きまして、市民生活部長坂本からごあ

いさつを申し上げます。 

 

＜部長あいさつ＞ 

 

 続いて、議事に入る前に、事務局から二点御報告がございます。 

 

＜報告＞ 

  

続いて、御連絡をさせていただきます。本日の会議は、飯能市審議

会等の会議の公開に関する指針に基づき、原則公開とさせていただい

ておりますが、本日は傍聴者の申し出はございませんでしたので、御



4 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

委員 

報告申し上げます。 

 それでは、次第の３、議事に入ります。 

飯能市男女共同参画推進条例第１９条第１項に「審議会は、会長が

招集し会議の議長となる。」と定められていますので、南林会長に議事

の進行をお願いいたします。 

 

それでは、議事の「（１）平成３０年度男女共同参画推進事業 事業

計画（案）について」を議題といたします。 

事務局から説明をお願いいたします。 

 

＜資料１の説明＞ 

 

 ただいま、事務局から説明がありましたが、御意見や御質問はござ

いますか。 

 

「飯能市配偶者暴力相談支援センター」の運営は、近隣自治体より

進んでいると聞いていますが、相談の状況はいかがですか。 

 

 平成２６年４月に「飯能市配偶者暴力相談支援センター」を設置以

降、相談件数は年々上昇しています。平成２６年度、ＤＶに関する相

談は１７８件、前年度の平成２５年度の８４件と比較すると、倍増し

ています。その後は年間２００件くらいで推移しています。 

 

 センターを設置した効果があったということですね。 

 

そのように感じています。「飯能市配偶者暴力相談支援センター」の

業務を簡単に御説明しますと、様々なＤＶ相談の中でも配偶者等から

の身体的暴力がひどく、追及があり、緊急性が高いと判断したケース

については、一時保護施設への保護の手続きを行います。何よりも身

の安全を第一優先に相談を実施し、その後、他市町村等へ転居するな

どの自立に向けた支援を行うという流れです。 

 

 これまでに、一時保護を行ったケースはありますか。 

 

 数件あります。今年度については、今のところ１件もありません。 

 

 暴力の加害者への対処は何かしているのでしょうか。 
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事務局 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

センターでは実施していません。被害者が被害届を出した場合は警

察が関わることになります。ただし、日頃から、警察と連携して被害

者支援を実施しています。 

  

 相談を行う際、相談室は鍵をかけるのでしょうか。 

 

 必要に応じて施錠はできますが、日頃は施錠していません。 

 

 朝霞市の女性センターでは、常に部屋を施錠して相談を受けていて

驚いたことがあります。 

 

 暴力の加害者が押し掛けてきたときなど、どのように対処するので

しょうか。 

 

 建物に入ること自体は制限できませんが、職員に危険が及ぶ場合や

公務に支障があるときなどは、危機管理室を経由し警察を呼ぶなどの

方法があります。 

 

 昨日、大阪府堺市の男女共同参画セミナーで講演してきました。セ

ミナーには約２００名と多くの参加があり、飯能市との違いを感じま

した。普段からセミナーを開催しているのでセミナー開催に慣れてい

るということもあるでしょうし、リーダー的な女性市議会議員の存在

も大きいと感じました。 

 

 飯能市でも男女共同参画セミナーは、年５回ほど開催していますが、

集客が難しいと感じています。今年度実施したセミナーの中で、ヨガ

の講座は大変好評でした。このように皆さんに興味を持ってもらえる

ようなセミナーの案がありましたら、参考にさせていただきたいと思

っています。 

 

 今年度のヨガ講座は、男性は参加しづらいと感じましたが、そもそ

も参加は可能だったのでしょうか。 

 

 今年度は、「女性のカラダとココロ」というテーマで女性の健康に関

するお話もセミナーの中で実施したので、女性限定で開催しました。

今後、男性の参加希望がありましたら開催は可能だと思います。 
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委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 心と体の変化を男女が双方に理解することは、重要なことであると

思います。私が開催する６５歳以上を対象としたヨガや体操の講座は、

男女混合で実施しています。特に問題もありませんので、セミナーで

も可能な範囲で男女混合にしてほしいと思います。日頃から、「リタイ

アした男性がどのように外に出て行けばよいのか」ということを感じ

ることがありましたので、男性を受け入れる姿勢がほしいと思います。 

テーマによって対象とする年齢を変えたり、関係課の既存事業に男

女共同参画の視点を盛り込んだりして案を練っていくと良いのではな

いかと思います。 

 

 高齢化が顕著である飯能市の特徴から、高齢の男性向けの男女共同

参画セミナーも良いと思います。また、若い女性に向けた健康に関す

るセミナーは、３、４０代の女性は自分の身体のことを意外と知らな

い世代でもありますので有意義ではないでしょうか。 

 

 行政センターのサークルなども圧倒的に女性の参加が多い状況で

す。まちづくりの組織の男女比はいかがでしょうか。 

  

 まちづくりの活動も６５～７５歳の男性が圧倒的に多い状況です。

新しい人を呼び込みたいのですが、実際に活動をしている人は自治会

長など同じ人ばかりが複数の活動をしており、その点を問題に感じて

います。男性は女性に比べて、新たな集まりに参加することが難しい

と感じています。 

 

 ＤＶ相談に来る方は、どの年齢層が多いですか。例えば、高齢の男

性の妻からの相談はありますか。 

 

 高齢の女性からの相談もあります。ＤＶの内容としては、モラハラ

など精神的暴力の相談が多い状況です。 

 

 そのような相談は全体の何割くらいを占めていますか。 

 

 約３割程です。６０～７０歳代の方の場合、長年我慢してきたとい

うケースが多い状況です。 

 

 年齢別のＤＶ相談件数のデータなどがあると、今後の施策にも参考

になると思います。 
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事務局 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

議長 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 今後、統計に入れたいと思います。 

 

昨日の大阪府堺市のセミナーでは、２名の弁護士の方とＤＶや離婚

調停についてお話をする機会がありました。弁護士の方のお話による

と、夫婦間でも言い分や認識にかなり差があることがわかり、興味深

かったです。弁護士の話を聞くセミナーなども良いのではないでしょ

うか。 

また、私はシニア社会学会に所属しており、その中にシニア世代の

男女の生き方をテーマにするライフプロデュース研究会というものが

あります。熟年離婚やパートナーに先立たれたことによって１人暮ら

しとなった男性は、引きこもりや栄養失調になることがあるそうです。

「シニアの男性の自立」をテーマにしたセミナーも良いと思います。 

 

 男女共同参画は福祉、生涯学習などが様々な分野が関わってきます

ので、男女共同参画庁内推進会議で各課に働きかけ検討したいと思い

ます。 

 

 吾野地区では１人暮らしの男性が多く、昼食を提供してくれるよう

な場所の需要が高まっていると聞いています。 

 

 まちなかでも同様に、昼間、スーパーのイートインコーナーで昼食

を召し上がっている高齢の男性を見かけます。 

 

福祉の部署で月に何度か、そのような機会をつくっていると聞いて

います。 

 

 秩父の山間部では、地域で上手に支え合いながらの生活があると聞

いています。吾野地域でも支え合う文化はあると思うので、そのきっ

かけを行政や支援者が作ることができれば良いと思います。形式的な

繋がりは自治会などが担いますが、暮らしが便利なまちなかにおいて

は人々の繫がりが弱くなりやすく、地域福祉の組織づくりはまちなか

の方が進んでいません。 

行政の支援というのは一方的で限りがありますので、住民の持つ力

を引き出す、また、発揮できる場面を作ることが重要だと思います。

その部分を関係各課と行ってほしいと思います。 

 

 私も、専門的なキャリアを持った人が定年退職した途端に地域の中
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議長 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

 

委員 

 

 

 

 

に埋没してしまうことを防ぐために、地域で助け合う仕組みを作ると

良いのではないかと思っています。例えば、過去の経験を活かして有

償ボランティアとして活躍してもらう「ゴールド人材バンク」という

仕組みを作り、ＨＰ作成ができる人は商店に力を貸す、造園が得意な

人はそれを必要とする人に力を貸すなど、貴重なキャリアを活かせる

仕組みがあると良いと思います。 

 

中学３年生対象のデートＤＶ防止講座の反響はいかがでしたか。 

 

 生徒、教員、市内他校の養護教諭の合計１８名を対象に行いました。 

生徒の皆さんは、「デートＤＶ」という言葉自体を知らない方がほとん

どでしたが、授業を受けて、将来の為の気づきのきっかけを得てもら

えたと思います。今後も継続していきたいと考えています。 

 

 成人式ではデートＤＶ防止の啓発ちらしを配布したということです

が、年代的には成人式の方がデートＤＶに関係があるでしょうか。 

 

 講師の方から、一般的にお付き合いが始まる前の段階である中学校

３年生頃に気づきを与えることが効果的ということで、今回の講座は

開催しました。 

 

 他に何か御意見等はございますか。 

 男女共同参画パネル展示とはどのようなものですか。 

 

 埼玉県男女共同参画センターのパネルを借りて展示します。平成２

９年度は、防災に関するパネルを市役所正面ロビーと双柳地区防災訓

練の際に展示しました。テーマについては、毎年変えながら様々な方

面の啓発を進めていきたいと考えています。 

 

 パネル展示の実施を審議会委員等に広く周知すると良いと思いま

す。 

 

 パネルの中に性的マイノリティに関するものはありますか。性的マ

イノリティで苦しんでいる方のために、どのように啓発事業を行って

いくのでしょうか。パネル展示もひとつの良い方法だと思います。Ｌ

ＧＢＴについては、飯能市の第５次プランにも入っているようなので、

ぜひ検討して実施してほしいと思います。 
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事務局 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

課長 

 

 

 

事務局 

 

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

委員 

 

 

 

課長 

 

 

 

 

今年度、ＬＧＢＴに関する講演会を市民会館で実施しています。今

後も担当課である企画調整課とよく検討したいと思います。 

 

それでは、他に御意見はございませんか。 

議事（１）について、以上でよろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

以上で議事はすべて終了しましたので、議長の職を解かせていただ

きます。御協力ありがとうございました。 

 

 それでは次第の４、その他に入ります。 

 まず、今年度に実施したセミナーについて、事務局から御説明いた

します。 

 

 ＜資料２の説明＞ 

 

 最後に、長きにわたり御協力をいただきましたが、第２期の飯能市

男女共同参画審議会も３月末をもって任期満了となります。委員の皆

様には、２年間、貴重な意見を賜り本当にありがとうございました。

特に、今期は「第５次飯能市男女共同参画プランの策定」という大き

な課題がありました。委員の皆様から御意見をいただきながら、無事

にプラン策定にまで至ることができました。心より感謝申し上げます。 

 それでは、任期が満了するにあたり、委員の皆様から一言ずつお言

葉を頂戴したいと思います。 

 

 ＜委員より発言＞ 

 

先月１６日に飯能市男女共同参画審議会の代表として、はんのき賞

の審査委員を担当しました。各自治体から推薦された方々は、１人を

除いて選考を通過されましたことを御報告いたします。 

 

 ありがとうございました。 

 来年度、これまでいただきました皆様からの御意見を市の施策によ

り具体的に取り込み、実施していきたいと思っております。ここで退

任される委員の皆様につきましても、引き続き、当市における男女共

同参画の推進にあたり、御協力を賜りますようお願いいたします。 
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 以上を持ちまして、平成２９年度第４回飯能市男女共同参画審議会

を閉会させていただきます。本日は、長時間にわたりまして、ありが

とうございました。 

 

＜閉会＞ 

 

議事のてん末・概要を記載し、その相違ないことを証するためここに署名します。 

 

平成   年   月   日 

 

議長の署名                        


